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第1回行政改革推進委員会会議記録（要約）  
 

日   時  令和６年８月２９日（木） 
午前１０時００分～正午 

 
場   所  近江八幡市教育委員会会議室（南別館２階） 
 
出 席 委 員  真山会長・松岡副会長・橋本委員・壬生委員・川﨑委員 

・川端委員・岡田委員・北川委員・山田委員 
 
事 務 局 総合政策部    嵐理事 

情報政策課    竹山課長 
行政改革課    春田課長 

中村課長補佐 
油井主査 

 
１ 行政改革課 春田課長挨拶 
 
２ 議題 

⑴ 令和６年行政改革推進事業スケジュールについて 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「【資料１】令和６年度行政改革課スケジュール」に基づき
説明 
 
（説明概要）  
・行政改革推進委員会について、第２回会議は令和７年２月

に開催したいと考えている。 
・行政改革推進本部会議は市長を本部長とした部長級職員

で構成される会議であり、年５回程度開催予定である。当
委員会と連携しながら開催している。 

・行政組織プロジェクト委員会は、主に課長級職員で構成さ
れる会議であり、年５回程度開催予定である。 

・施策評価について、試行として実施予定である。詳細は議
題の⑶で説明する。 

・ＤＸ人材育成研修はオンラインでの研修を実施している。 
・行革チームの提案（プロジェクト５０）について、詳細は

議題の⑶で説明する。 
・アナログ規制の見直しについては、新しく取り組むもので

あり、行政事務や市政のＤＸを進めるために、市の例規の
中に定めるアナログの規制を見直していくというもので
ある。 

・ネーミングライツについては、詳細は議題の⑶で説明す
る。 

・指定管理者選定について、民間のノウハウを活用して効果
的・効率的な公共施設の管理、運営を行うために指定管理
者を選定するものであり、選定審査会は年３回開催予定で
ある。 
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会長 
 
委員 

・公共施設等総合管理計画及び個別施設計画については、公
共施設等の更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うた
めに定めているものである。 

 
各委員から意見を求める。 
 
（意見なし） 

 
⑵ 行政経営改革指針及び行政経営改革実施計画について 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
委員 
 
 
 
 
事務局 

「【資料２】行政経営改革指針及び行政経営改革実施計画に
ついて」、「【参考資料】近江八幡市行政経営改革実施計画」、
「【参考資料】近江八幡市行政経営改革指針」、「【参考資料】
近江八幡市行政経営改革実施計画進捗状況」に基づき説明 
 
（説明概要）  
・行政経営改革指針は行政経営改革全体の指針となること

を目指して策定しているものであり、令和２年度から令和
６年度を計画期間としている。 

・行政経営改革指針の４つの基本方針に基づく各所属の取
組をまとめた行政経営改革実施計画を策定しているもの
であり、令和２年度から令和６年度を計画期間としてい
る。 

・行政経営改革実施計画の進捗管理を毎年行っており、担当
課が自己評価を行っている（評価内容の詳細は「【参考資
料】近江八幡市行政経営改革実施計画進捗状況」のとお
り。）。 

・令和５年度の評価結果を昨年度第２回の行政改革推進委
員会会議でも報告しており、その際に出された意見を１０
ページに掲載している。 

・令和６年度までが計画期間となっているため、令和７年度
に総括を行い、行政改革推進委員会から次期計画への提言
をもらい、次期計画の策定を行う予定である。 

 
各委員から意見を求める。 
 
「【資料２】行政経営改革指針及び行政経営改革実施計画に
ついて」のＡＢＣの評価だけでは内容が分からない。「【参考
資料】近江八幡市行政経営改革実施計画」に対しての評価と
いうことか。 
 
そのとおりである。 

 
⑶ その他 
事務局 
 
 
 
 
 

「【資料３－１】施策評価（試行）について」に基づき説明 
 
（説明概要）  
・施策評価とは、近江八幡市の総合計画に位置付けられてい

る施策について、その進捗や目標及び目指す姿に向かって



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
委員 
 
 
事務局 
 
 
 
委員 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各取組が進められているかについて自己評価を行うとい
うものである。 

・総合計画の見直しを行った令和５年度に初めて施策評価
を行ったが、施策単位で評価する仕組みが構築できていな
かったという課題や施策を着実に推進するためには５年
ごとではなく、毎年施策評価を実施する必要があるという
課題があった。また、事務事業評価については、評価シー
トの作成が目的になっているという課題や外部評価した
１０事業のみしか公表していないという課題があったこ
とから、評価のやり方の見直しを行い、試行として施策評
価を実施する。 

 
各委員から意見を求める。 
 
総合計画にＳＤＧｓ該当分野が記載されているが必須のも
のか。 
 
総合計画については、それぞれの目標に基づいてＳＤＧｓの
該当分野を示しているが、施策評価についてはＳＤＧｓの該
当分野は示していない。 
 
令和６年度は試行であるため、スケジュールの中で報告とい
う形にしていると思うが、報告というより反映のほうがよい
のではないかと思った。 
 
令和６年度は試行として総合計画の前期基本計画に基づき
施策評価を実施し、令和７年度は後期基本計画に基づき施策
評価を実施する。評価結果については、最終的に予算や組織
等に反映することも必要と考えている。 
 
施策評価の手法等が確立していないので、一度やってみない
と分からない部分もある。施策評価は施策の進捗状況を把握
することだけでなく、それによって市民の生活にどれだけ効
果が出始めているのかを市民に対して説明するという意図
もあると思うので、委員の皆さんは市民目線でご意見を出し
ていただければ、評価の手法もより良いものになると思う。 
 
「【資料３－２】行革チームの取り組み（プロジェクト５０）
について」、「【資料３－２別紙】プロジェクト５０」に基づ
き説明 
 
（説明概要）  
・プロジェクト５０とは、本市をより良い組織へと変革し、

継続的な市民サービスの向上を目指した約５０の取組で
ある。 

・各取組の実施主体は「【資料３－２別紙】プロジェクト５
０」に記載の担当課であり、実施状況を行政改革課で把握
しているものである。 
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会長 
 
委員 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
 
事務局 
 
会長 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
委員 
 
 
事務局 
 
 
委員 
 
事務局 
 
 

・令和４年度から開始し、３年間の計画であるため、令和６
年度が最終年度となる。未実施の取組については、なぜ実
施できていないかを整理していく予定である。 

 
各委員から意見を求める。 
 
実施済みの取組について、期待していた効果が出ているのか
を把握しているのか。 
 
プロジェクト５０は若手職員がアイデアを出し、各担当課が
取り組んだものであり、予算をかけて実施した取組と、予算
をかけずに実施した取組がある。予算をかけて実施した取組
は事務事業評価で検証ができているが、予算をかけずに実施
した取組は具体的な効果検証はできていない。 
 
若手職員が提案した取組ということであったので、取組が実
施されて若手職員はどう感じているのか、期待していたもの
になっているのか、なっていないのかを検証しながら繰り返
していくのが大事だと思う。 
 
検討させてもらう。 
 
若手職員がアイデアを出して、各担当課が取り組むというプ
ロジェクト５０の手法自体の検証をしてもよいと思う。 
 
「【資料３－３】近江八幡市ネーミングライツ導入ガイドラ
イン」に基づき説明 
 
（説明概要）  
・ネーミングライツとは「命名権」のことであり、市有施設

全体や施設内の一部分、市が実施するイベントや事業、市
の備品等に、企業名や商品名、サービス名等の愛称を付与
する権利を売却するものである。 

・ネーミングライツの制度自体は昨年度に設けているが、今
回ガイドラインを修正しているところである。 

 
各委員から意見を求める。 
 
ネーミングライツは市の施設等が対象になると思うが、指定
管理者制度を導入している施設も対象になるのか。 
 
施設としては対象になるが、指定管理者の意向も考慮し、十
分協議の上、検討していくことになる。 
 
協議の際には間に市が入るということでよいか。 
 
施設の所管課が間に入って協議することになる。 
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委員 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
会長 
 
 
 
 

どういう施設にネーミングライツを導入しようと考えてい
るのか。また、愛称の条件の項目で、個人又は法人の名刺広
告は使用できないとされているが、ダイハツアリーナ（滋賀
県立体育館）等も名刺広告に該当するということになり、本
市では使用できないものになってくるのか。 
 
施設の所管課に事前に調査したところ、備品や事業よりも施
設が候補として挙がっており、具体的には運動公園が候補と
して挙がっている。また、文化会館等も対象になってくるが、
文化会館という名称が市民になじんでいる中でネーミング
ライツを導入することがふさわしいのかということも検討
しながら進めていきたいと考えている。ダイハツアリーナの
例を本市のガイドラインに当てはめると、企業名だけを施設
名に使用することはできないが、企業名を冠した文化ホール
や運動施設という施設名にすることはできるということで
ある。ただし、ガイドラインに参考として記載している近江
八幡市広告掲載要綱は、ネーミングライツを前提に作成した
ものではないため、今回のご指摘も踏まえて、ガイドライン
については精査する必要があると考えている。 
 
コミュニティセンターも活用率や活用状況がもったいない
のではないかと感じているため、コミュニティセンターもネ
ーミングライツの導入を検討してもらいたい。 
 
広告料の収入があるというメリットがある一方で、市民から
すると特定の企業の宣伝が常にあるのは違和感があるとい
う意見もあると思う。具体的にどの施設でどんな施設名であ
れば市民に受け入れられるかは慎重に進めていく必要があ
ると思う。 

 
⑷ 意見交換（行政改革を推進するための意見や改善策の提案） 
事務局 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 

各委員から意見を求める。 
 
施策評価は新しい取組で期待している。総合計画の基本目標
１の施策２に不登校児童、生徒の対策が盛り込んであるの
か。また、こどもの好奇心や探求心を育てるという取組が行
われているが、取組方針①に含まれていないように見える。
指標についても、取組方針の指標として拾えていないものも
あると感じる。また、施策の取組状況等について各所属に照
会する際の評価シートの形が重要になると感じる。 
 
事務事業評価から施策評価に移行するにあたって、施策評価
を実施するにはまず施策体系がないと、評価の対象が定まら
ないので、何を施策として考えるかが問題になる。近江八幡
市として施策を体系的に示しているのは総合計画であると
いう前提に立ち、今回は総合計画に書いてある施策につい
て、施策がどの程度達成されているのかを評価をしようとい
うことだと認識している。不登校児童、生徒の対策は市とし
て取り組んでいく必要があるが、総合計画の中に項目として



6 

 

 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はなかったのではないかと思う。総合計画に書かれていない
ものは施策評価の対象に入ってこない。施策評価の制度設計
上の限界がある。 
 
総合計画に記載されていない取組について、個別案件として
施策評価をしていくことはできないと考えている。これまで
の事務事業評価では、事業単位で評価しており、事業の評価
が良かったとしても、総合計画の基本目標に近づいているの
か、達成度合いが測りづらかったため、基本目標を支える施
策単位での評価を実施していくというものである。不登校児
童、生徒の対策について施策を支える事業として位置付ける
必要があるという場合、単独の予算事業であれば位置付けし
やすいが、他の予算事業に含まれて実施されている場合は、
他の施策に位置付けられている場合もあり、そこが整理でき
ていない。 
 
施策評価はこれから作っていくものであるので、良いところ
も悪いところもあると思うので期待している。 
 
施策という単位であっても毎年実施して、その結果を予算に
反映していくということであれば、総合計画策定時に十分検
討できていなかったが、新しく施策に反映しなければならな
いものがあった場合には、施策評価ですべて拾えるかは分か
らないが、検討してローリングしていく材料にしていくこと
を提案する。総合計画の進捗管理をしていくことが前提であ
るが、今のような視点もあってもよいのではないかと思う。
また、施策評価のスケジュールについて、各所属の回答をも
とに施策ごとにシートにとりまとめるとあるが、各所属が評
価シートにそのまま入力するということではないのか。 
 
複数の所属にまたがる施策もあるので、各所属の回答を集め
て施策単位での評価をするということになる。 
 
総合計画は本来、基本目標があって、それを実現するための
施策の体系を作って、具体的にどのような事業をやっていく
かを決めていくという順番で作るものであるが、実際には
色々な事業が動いているので、事業を施策にぶら下げにいっ
ているという実態もある。施策にぶら下がっている事業が施
策の達成に有効で十分であるかを考えた場合に、不足してい
る事業や施策の達成に向いていない事業もあると思うので、
そういった意見が施策評価を通じて出てくる可能性もある。
総合計画の進捗管理をするだけではなく、総合計画の施策が
達成できるかできないかという観点で見た場合に総合計画
に書いている事業だけでは不十分であるということも含め
て施策評価から方向性が打ち出せれば、より良いものになる
と思う。とりあえずは施策が達成に向かっているかを把握し
評価することが試行の大きな狙いであると思う。 
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事務局 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 

総合計画の計画期間は１０年であり、５年で見直しをしてい
るものの、５年、１０年という計画で良いのかということに
ついては、今後の議論の余地はあると思う。社会情勢が著し
く変化する中で、新たな予算事業が生じた際は総合計画の施
策に紐づけている。施策への貢献度を考慮して事業の廃止等
も検討されていくと考えている。 
 
先日、ふるさと納税の連絡協議会があった。これまでは書類
への記入方法の説明だけであったが、先日の説明会では、マ
ーケティングの手法を使って説明しますと職員が言ってい
た。ふるさと納税のペルソナ像を事業者の皆さんはどう考え
ますかという質問やワークショップを取り入れて説明会を
していた。市の職員の意識がどんどん変わってきていると感
じた。施策も市民に寄り添ったものになっていると思うので
期待している。 
 
ふるさと納税の競争が激化している中で、新たな手法に取り
組んでいるのだと思う。業務改善に新たに取り組んでいくな
かで小さなミスはお許しいただきながら進めていきたい。 

 
３ 閉会 


